
【会社情報の適時開示に係る社内体制】

　　 　　　

指示・報告

（注４）

重要情報保有者を連絡

　

委 員 長 ： 代表取締役社長

副委員長 ： 経営企画本部長(情報開示担当役員)

委　  員 ： 経営会議メンバー、及び委員長の指名する者

事 務 局 ： 広報・ＩＲ部(情報開示担当部署)

開示指示

（注１）各本部・支店・連結子会社において、◎は「情報開示責任者」 、○は「情報開示担当者」

（注２）経営会議または取締役会にて報告・審議・決定される決算情報、および人事異動等については、

個別の「情報開示委員会」は開催しない。
（注３）緊急を要する件名等については、「情報開示委員会」を開催せず、書面にて決定できるものとする。

（注４）　　内は「インサイダー取引規制規則」に係るルールであるが、適時開示と密接な関係があるため表示。

報告

その他該当部
署

会社情報の適時開示
（東京証券取引所（ＴＤｎｅｔ）ほか）
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総務部長

広 報 ・ Ｉ Ｒ 部 長
(情報取扱責任者)

  広 報 ・ Ｉ Ｒ 部(情報開示担当部署)
　　　　　　　・重要な会社情報の集約
　　　　　　　・情報の評価
　　　　　　　・開示要否・方法の検討
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◎：支店長
○：総務部長

◎：子会社社長

○：総務部長

◎：各本部長
○：部長会議メンバー

(開示資料作成)

(注２)
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